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ストック・オプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ 
 

 

  当社は、平成１７年８月２７日開催の当社取締役会において、平成１７年６月２９日開催の当社第２３期

定時株主総会で承認されました商法第２８０条ノ２０および同法第２８０条ノ２１の規定に基づくストッ

ク・オプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を下記のとおり決議いたしましたの

でお知らせいたします。 

 なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行日（平成１７

年９月１５日を予定しております。）に決定する予定です。 

 

記 

 

１．新株予約権の割当を受ける者及び新株予約権の数 

 

割当を受ける者 人数（名） 割当数合計（個） 

当社子会社取締役 １（※） ４００ 

（※）株式会社機能水細胞分析センター 取締役センター長 白畑實隆 １名 

（当社子会社、当社出資比率７０％） 

 

２．新株予約権の発行要領 

（１） 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式２０,０００株とする。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる１株未満の端数については、

これを切り捨てるものとする。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

（２） 発行する新株予約権の総数 

４００個とする。（新株予約権１個当たりの目的となる株式数５０株、上記（２）の調整が行われた

場合同様の調整を行う。） 

（３） 新株予約権の発行価額 

無償とする。 

（４） 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 

新株予約権の行使により発行する１株当たりの払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格（以下、「最

終価格」、という。）の平均値（最終価格のない日数を除く。）に１.０５を乗じた金額（１円未満の端
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数は切り上げ）、または発行日の最終価格（当日に最終価格がない場合は、その日に先立つ直近日の

最終価格）のいずれか高い金額とします。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 

 
また、当社が他社との吸収合併もしくは新設合併を行う場合、会社は必要と認める払込金額の調整を

行う。 
（５） 新株予約権の権利行使期間 

平成１９年７月１日から平成２２年６月３０日まで。 

（６） 新株予約権の行使の条件 
①新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社（財務諸表等規則上の子会社をい

う。）の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年
退職その他正当な理由による場合には、本新株予約権の行使を認めるものとする。 

②上記①の要件を満たしている場合であっても、新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合で、
当社ストック・オプション制度の目的上、新株予約権者に新株予約権を行使させることが適当で
ないと合理的に認められる場合には、新株予約権の行使を認めないものとする。 

③新株予約権者が、書面により新株予約権を放棄する旨を申し出た場合は、以後、新株予約権の行使
を認めない。 

④新株予約権者は、各新株予約権を分割して行使することができない。 

⑤新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。 

（７） 新株予約権の消却 
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書また

は株式移転が承認された場合には、当該合併、株式交換または株式移転の日に先立ち、当社は新
株予約権を無償で消却することができる。 

②新株予約権者が、上記２.（６）に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合

には、当社は何時にてもその新株予約権を無償で消却することができる。 

（８） 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡する時は当社取締役会の承認を要するものとする。 
（９）  新株予約権の行使により新株を発行する場合における当該新株の発行価額中資本に組入れしない額 

新株予約権の行使により新株を場合における当該株式１株当たりの発行価額中資本に組入れしない
額は、行使価額より資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、行使価額に０.５
を乗じ、その結果１円未満の端数を生じるときはその端数を切り上げた額とする。 

（10）  新株予約権の期中行使があった場合の配当起算日 
本新株予約権の行使により交付する株式に関する利益配当金は、本新株予約権行使の効力が４月１日
から９月３０日までに発生したときは４月１日に、１０月１日から翌年３月３１日までに発生したと
きは１０月１日に本新株予約権行使の効力があったものとみなして、これを支払う。 

（11） その他 

具体的な発行内容及び割当ての条件については、本株主総会及び当社取締役会の決議に基づき、当社

と割当者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

以 上 

分割・併合の比率 
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